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難しく」。交渉していかなければならない課題は依然として多く、秋期闘争山

今後のスケジュールは第５号に掲載のとおりです。なお、

名と話をしている段階とのことです。

10 月 23 日提出した統一要求書に対し、掲載のとおり回答を受け取りました
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○回答指定日前日の１０月２９日（木）、名寄市総合福祉センターにて開催され、

基本組合４名、青年部員９名が参加してきています。参加者１０１名という定期

総会規模の参集のなか、講演Ⅰの講師を地本書記次長の櫻井憲太さんが努め、決

意表明を地本青年部事務局長の杉澤

の集会となりました。

 櫻井さんの演題は「賃金とは」。「賃金は労働力の再生産費」「賃金は生活給（賃

金ではじめて生活がなりたつ）」という基本的な考え方、自分の職場の賃金体系を

知らないと賃金闘争できないこと（確かにそのとおりです）、「成果主義が導入さ

れても、公務という特殊性上、年功序列という基本的な考え方は変わらない！」

ということが話されました。

 評価制度について、総務省による総額人件費削減が狙いであるとしたうえで、

「評価制度に賛成の意見もある。それを否定はしない。だが

職場が活性化されるのか？』ということ。所属する部署で求められるスキルは違

う。得手不得手もある。仕事の相手も、自分の経験した福祉関係と観光関係では

全く異なる。」との見解。制度導入は避けられませんが、最終的に業務自体や職場

環境にプラスになるような設計を当局に提案していかなければなりません。回答

書にあるとおり、まだ内容が固まっていない今が協議のチャンスかもしれません。
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「評価制度に賛成の意見もある。それを否定はしない。だが疑問なのは、『本当に

職場が活性化されるのか？』ということ。所属する部署で求められるスキルは違
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「この評価制度も含め、どんな制度も完璧は難しい。だが矛盾点をいつまでも引

きずっていては進めない。矛盾点は最少

『賃金反映はしない』この一点を守っていく」単組で書記長をやっていて、組合

員全員が同じ方向を向くことは難しいと実感したが、という経験談からのお話。

 講演Ⅱでは先日単組学習会でも講演いただいた北海道本部の賃金労働部次長

の根本さんによる「人事評価制度の課題と秋期闘争に向けて」と題し、評価制度

と人件費との関係をメインに地公法改正の内容、４原則２要件（４原則・・公平・

公正、透明、客観、納得。２要件・・組合の関与、苦情解決制度構築）の担保に

ついて話がありました。ここでも評価制度につ

金等への反映は自治体判断。制度の活用・改善は労使交渉の中で確認していくこ

とが必要」と、櫻井さんと同様に導入した後どう対応していくか、という問題提

起がされていました。

集会最後には杉澤さんにより「青年層こそこの制度と長く関わっていくことに

なる。我々青年層の具体的な取り組みとして時間外点検表に取り組み、実態を調

査し、協議し合う。そこで出された意見に取り組んで行く」との決意表明が出さ

れています。これから単組として討議していく事項です。
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